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平
成
24
年
８
月
30
日
、「
中
小
企
業

経
営
力
強
化
支
援
法
」（
中
小
企
業
の

海
外
に
お
け
る
商
品
の
需
要
の
開
拓

の
促
進
等
の
た
め
の
中
小
企
業
の
新

た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

法
律
施
行
の
背
景
と
目
的

　

中
小
企
業
は
、
日
本
の
経
済
成
長

を
担
い
、
日
本
の
経
済
社
会
と
と
も

に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

日
本
の
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
に

よ
る
国
内
需
要
の
減
退
、
未
曾
有
の

円
高
、
景
気
の
不
透
明
感
等
、
中
小

企
業
を
巡
る
経
済
環
境
は
大
き
く
変

化
し
、
そ
の
経
営
課
題
は
多
様
化
・

複
雑
化
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
こ
う

し
た
厳
し
い
状
況
に
対
応
し
た
ビ
ジ

ネ
ス
戦
略
や
事
業
体
制
を
早
急
に
整

え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
財
務
及
び
会
計
等
の
専

門
的
知
見
を
有
す
る
中
小
企
業
支
援

者
、
金
融
機
関
、
税
理
士
法
人
等
に

よ
る
支
援
体
制
を
強
化
し
、
中
小
企

業
の
経
営
力
を
強
化
す
る
た
め
の
支

援
や
、
中
小
企
業
が
海
外
で
事
業
活

動
を
行
う
際
の
資
金
調
達
を
円
滑
化

す
る
た
め
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
　

法
律
の
概
要

（
１
）
中
小
企
業
の
経
営
力
を
強
化
す

る
た
め
の
支
援
（
支
援
事
業
の

担
い
手
の
多
様
化
・
活
性
化
に

関
す
る
支
援
措
置
）

　

既
存
の
中
小
企
業
支
援
者
（
商
工

会
、
商
工
会
議
所
、
中
小
企
業
診
断

士
等
）、
金
融
機
関
、
税
理
士
法
人
等

の
中
小
企
業
支
援
業
務
を
行
う
専
門

的
な
知
識
や
実
務
経
験
が
一
定
レ
ベ

ル
以
上
の
者
を
国
が
認
定
（
認
定
さ

れ
た
機
関
を
「
経
営
革
新
等
支
援
機

関
」
と
い
い
ま
す
。）
す
る
こ
と
に
よ

り
、
支
援
事
業
の
担
い
手
の
多
様
化
・

活
性
化
を
促
進
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ

り
、
中
小
企
業
は
、
専
門
性
の
高
い

支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
質
の

高
い
事
業
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
当
該
事
業
計
画
に
基
づ
く

取
組
は
、
信
用
保
証
協
会
の
信
用
保

証
料
の
引
下
げ
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
中
小

企
業
基
盤
整
備
機
構
に
登
録
さ
れ
て

い
る
様
々
な
分
野
の
専
門
家
派
遣
を

受
け
、
協
力
し
て
中
小
企
業
を
支
援

し
ま
す
。

　

ま
た
、
支
援
事
業
に
必
要
な
資
金

は
、
信
用
保
証
協
会
の
保
証
付
与
に

よ
る
資
金
調
達
支
援
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

（
２
）
海
外
展
開
に
伴
う
資
金
調
達
困

難
な
ど
を
解
消
す
る
た
め
の
支

援
（
海
外
展
開
に
伴
う
資
金
調

達
に
対
す
る
支
援
措
置
）

①
現
地
子
会
社
の
資
金
調
達
支
援　

　

日
本
政
策
金
融
公
庫
の
債
務
保
証

業
務
（
長
期
融
資
）、
日
本
貿
易
保
険

の
保
険
業
務
（
短
期
融
資
）
を
通
じ
、

現
地
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
を
図
り

ま
す
。

②
国
内
に
お
け
る
資
金
調
達

　

中
小
企
業
信
用
保
険
の
限
度
額
を

増
額
し
、
中
小
企
業
に
お
け
る
海
外

直
接
投
資
事
業
に
要
す
る
資
金
の
調

達
を
支
援
し
ま
す
。

※

新
事
業
活
動
促
進
法
、
地
域
資
源
活
用

事
業
活
動
促
進
法
又
は
農
商
工
等
連
携

事
業
活
動
促
進
法
に
基
づ
く
承
認
又
は

認
定
を
受
け
た
計
画
に
従
っ
て
事
業
を

行
う
中
小
企
業
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

中
小
企
業
経
営
力
強
化
支
援
法
の

施
行
に
つ
い
て

経済産業部

経
営
革
新
等
支
援
機
関
申
請
に
関
す

る
U
R
L

http://ogb.go.jp/keisan/38
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